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建設工事業者を指名停止 

 

１ 事案の概要 

下記の業者は、特定特装車製品の販売価格等に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたことを、令和７年９月24

日に公正取引委員会から公表された。 

このことは、香川県広域水道企業団建設工事指名停止等措置要領別表第13号（２）（独占禁止法違

反行為／県外）に該当するので、同要領第１条に基づき、指名停止を行う。 

 

２ 指名停止業者・所在地・指名停止期間 

業  者  名 所  在  地 指名停止期間 

新明和工業株式会社 

代表取締役 五十川 龍之 

兵庫県宝塚市新明和町 

１－１ 

令和８年１月15日 

～令和８年４月14日 

（３か月間） 

 

※指名停止期間について 

課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたことから、香川県広域水道企業団建設工事指名

停止等措置要領第３条第２項に基づき、当該制度の適用がなかったと想定した場合の２分の１の期

間とした。 

 

３ 指名停止業者と企業団との契約状況（平成30年度以降） 

実績なし 



香川県広域水道企業団建設工事指名停止等措置要領（抄） 

 

（指名停止等） 

第１条 企業長は、香川県広域水道企業団建設工事執行規程（平成 30年香

川県広域水道企業団企業管理規程第８号。以下「規程」という。）第９条第

２項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載された者（以下「有資

格業者」という。）が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、情

状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者につ

いて指名の対象外（以下「指名停止」という。）とするものとする。 

２ 契約担当者（規程第６条第１項の契約担当者をいう。以下同じ。）

は、前項又は次条の規定により指名停止された有資格業者を現に指名してい

るときは、その指名を取り消すものとする。  

（指名停止期間の特例） 

第３条 略 

２ 企業長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるた

め、別表各号又は前項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定め

る必要があるときは、当該有資格業者に係る指名停止の期間を当該短期の２

分の１の期間まで短縮することができる。 

 

別表（第１条、第３条―第５条、第１０条関係） 

措置要件 期間 

（独占禁止法違反行為）   

13 次の(１)又は(２)の区域内において、業務に関

し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」と

いう。）第３条又は第８条第１号に違反し、工事

の請負契約の相手方として不適当であると認めら

れるとき（次号に掲げる場合を除く。）。 

当該認定をした日から 

(１) 県内 12月以上24月以内 

(２) 県外 ６月以上12月以内 

 


